
（別添４） 

平成 28 年  月  日 

参加申込書兼回答書兼提案書 

金融庁、財務省、預金保険機構 御中 

住所 

名称 

代表者氏名            印 

 平成 28 年６月 22 日付「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等

に関する法律（振り込め詐欺救済法）に基づく預保納付金事業の担い手業務」の参加要領

等一式について、内容を承知のうえ、本件担い手募集に参加します。 

（本件にかかる照会・連絡先） 

担当者： 

電 話： 

ＦＡＸ： 

e-mail： 



回答書 

参加要領別添「預保納付金事業の担い手に必要な要件」につきましては、業務の開始時

点において要件を満たすことができることを回答します。 

項目 担い手に必要な要件 回答 

① 

 犯罪被害者等の支援に係る知識及び

経験を有すること。 

※貴団体が行う犯罪被害者等支援事業（複数

ある場合には各事業毎）について以下の項目

を回答願います。 

（ⅰ）事業内容 

（ⅱ）事業規模（金額・件数等、具体的に記

載ください。） 

（ⅲ）上記事業に従事する者の人数

② 

特定非営利活動促進法（平成 10 年法

律第７号）第２条第２項に規定する特

定非営利活動法人又は一般社団法人若

しくは一般財団法人であること。 

※登記簿謄本等の証明書類の提出をお願いし

ます。 

③ 

 政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対することを目的とするも

のでないこと。 

※政治的中立性がどのように確保されている

か記載してください。 

④ 

 支援支出金の管理及び運用に関し

て、十分な能力を有すると認められる

こと。 

※業務の適切性や事故防止、財務内容の健全

性をどのように確保されているか記載してく

ださい。（例えば、規則策定や研修の実施状況、

外部への情報公開の状況、内部や外部の監

査・検査の実施状況など。） 

⑤ 

 貸金業法その他の法令の規定に基づ

き、犯罪被害者等の子どもに対する学

資としての資金の貸付けを行うことが

できること。 

※この要件を満たす必要があるのは平成 28

年度中に限ります。ただし、この要件は、不

要となる可能性があります。 



項目 担い手に必要な要件 回答 

⑥ 

支援業務に係る経理については、その

他の経理と区分し、特別の勘定を設け

て整理すること。 

※既存業務との区分経理をどのように行うの

か具体的に記載してください。

⑦ 

 犯罪被害者等の援助を行う民間の団

体に対する助成を行おうとする場合に

おいて、自らを助成の対象としないこ

と。 

⑧ 

 支援業務に係る重要な事項に関する

意思決定を行うため、外部の委員から

構成される合議体を、支援支出金管理

団体に設置すること。 

※外部有識者等による委員会を設置している

場合（または過去に設置した実績がある場合）

は、その概要を記載してください。 

⑨ 

 毎事業年度、支援業務の実施状況に

ついての情報を、インターネットの利

用その他の適切な方法により公表する

こと。 

※どのような手段を使い、どのように公表す

るか記載してください。 

⑩ 

 担い手における支援業務の実施状況

について、預金保険機構が、毎事業年

度及び必要に応じて報告を求めるほ

か、必要に応じて実地調査その他の手

段により確認することにより、担い手

が当該支援業務を的確に実施している

かを検証し、必要に応じて改善させる

ことその他の担い手に対する必要かつ

適切な監督を行うための措置を講ずる

ことができること。 

⑪ 

 支援業務の健全かつ適切な運営を確

保するため必要がある場合には、預金

保険機構が、違約金の徴収、協定の変

更又は廃止その他の必要な措置を講ず

ることができること。 



提案書 

仕様書の「想定される業務内容」に関する質問事項に対しての提案内容は以下のとおり

です。 

（１）犯罪被害者等の子どもに対する学資としての資金の給付 

番号 質問事項 提案内容 

１

奨学生募集の周知方法はどのように

行いますか。媒体や回数等を具体的に

記載してください。 

２

奨学生の決定はどのように行います

か。審査方法等を記載してください。

また、不正な手段で申請をしてきた者

が支給対象とならないようにする方法

を記載してください。 

３

仮に年間受給者の上限（300 人程度）

を超えるおそれがある場合、どのよう

に学力基準及び家計基準を用いて選抜

するかを記載してください。 

４

 奨学生等との連絡体制はどのように

行いますか。例えば、奨学生に休学等

の異動事由が発生した場合、どのよう

に把握するかを記載してください。 

５

 奨学金終了後の奨学生との連絡体制

をどのように構築するか記載してくだ

さい。 

（２）犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する助成 

番号 確認事項 提案内容 

１

団体助成募集の周知方法はどのよう

に行いますか。媒体や回数等を具体的

に記載してください。 

２
 助成先の決定はどのように行います

か。審査方法等を記載してください。



番号 確認事項 提案内容 

３

 特に相談員の要件を満たすまでに必

要な育成費を助成する事業について、

犯罪被害者等支援団体における人材育

成のあり方や対象としようとする者が

当該支援団体に定着することが見込ま

れるかどうかをどのように確認するか

記載してください。 

４

 助成先において助成金が適切に使わ

れているか、助成事業の実施により取

得した物件が適切に管理されているか

をどのように確認するか記載してくだ

さい。 

（３）債権管理・回収業務 

番号 確認事項 提案内容 

１

奨学金債権の管理・回収はどのよう

に行うか記載してください。（債権の管

理・回収業務を委託することを考えて

いる場合には、その詳細も記載してく

ださい。） 

（４）資金の管理 

番号 確認事項 提案内容 

１

預金保険機構から交付された資金を

どのように管理するか記載してくださ

い。 


